
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年１１月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４長第６４号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年５月３０日 １０時４１分ごろ 

発生場所 熊本県天草
あまくさ

市牛深
うしぶか

漁港 

 天草市所在の牛深港灯台から真方位３００°７３０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°１１.７′ 東経１３０°００.８′） 

事故等調査の経過  平成２６年７月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁業取締船 ひご、３３トン 

   １３４６５５、熊本県 

Ｂ 杭打船 てんざん号、９５３トン（全長４５ｍ） 

   なし、シーテック株式会社、信幸建設株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級海技士（航海） 

  機関長Ａ、三級海技士（機関） 

  一等機関士Ａ、三級海技士（機関） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に凹損及び破口 

Ｂ なし 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａ、機関長Ａ、一等機関士Ａほか１人が乗り組み、牛

深漁港東岸に所在する造船所で整備を終えた後、船首を北方に向け、

小型艇で船尾方向にえい
．．

航され、主機等の始動作業を行っていた。 

 機関長Ａは、主機等の始動を終えたが、サニタリーポンプのこし器

から海水漏れがあったので、右舷主機を止め、左舷主機を中立運転と

し、‘サニタリーポンプのこし器の修理’（以下「本件修理」とい

う。）に取り掛かった。 

 Ａ船は、機関室において、本件修理を実施中、平成２６年５月３０

日１０時４０分ごろ、えい
．．

航していた小型艇を引きながら前進を始め

た。 

 船長Ａは、右舷船尾付近にいた際、Ａ船が前進しながら、右転を始

めたことに気付き、船橋に行ったところ、主機が機側操縦となってい

たので、機関長ＡにＡ船が前進している旨を連絡し、左舷主機を中立

運転にさせた。 

 Ａ船は、その後も惰力で前進しながら右転し、船首が東方を向いて

速力が約３ノットになった１０時４１分ごろＡ船の船首とＢ船の左舷

側中央部とが衝突した。 



 

 Ｂ船は、６人が乗り組み、牛深漁港後
うしろ

浜
はま

地区の防波堤（防風柵）

工事のため、造船所の南方１００ｍ付近の岸壁に着岸した台船に船首

を北方に向けて係留し、工事準備作業中、Ａ船と衝突した。 

 船長Ａは、本事故発生後、Ａ船を付近の船だまりに係留し、事後の

措置に当たった。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項  船長Ａは、本事故当時、主機等が始動されたことは分かっていた

が、その後、機関長Ａから、もうしばらく待って欲しい旨の連絡があ

ったのみであり、本件修理を行う旨の連絡はなかったので、機関室に

おいて、右舷主機を停止し、左舷主機を中立運転として本件修理を行

っていることを知らなかった。 

 機関長Ａ及び一等機関士Ａは、本事故後、本件修理を実施中に両人

のいずれかが左舷主機の機側操縦レバーに触れ、同レバーが中立位置

から前進側に動いてクラッチが入ったものと思った。 

 船長Ａは、Ａ船の船首とＢ船との距離が十数ｍになったとき、船首

にいた航海士に命じて防舷材を下げさせた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、牛深漁港において、えい
．．

航されながら主機等の始動作業

中、右舷主機を停止し、左舷主機を中立運転として本件修理を行って

いた際、乗組員が左舷主機の機側操縦レバーに触れ、同レバーが前進

側に動いてクラッチが入ったことから、前進することとなり、右転し

て係留中のＢ船に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、牛深漁港において、えい
．．

航されながら主機等の

始動作業中、右舷主機を停止し、左舷主機を中立運転として本件修理

を行っていた際、乗組員が左舷主機の機側操縦レバーに触れ、同レバ

ーが前進側に動いてクラッチが入ったため、前進することとなり、右

転して係留中のＢ船に衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考  船長は、本事故後、次のような方策を取りまとめて乗組員に周知し

た。 

 ・えい
．．

航されながら運航準備作業中に機器の故障が判明した場合、

修理作業は、錨泊又は接岸してから行うこと。 
 


